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裏面に続く 

  

利用者から住宅改修の相談を受け、より専門的な視点での助言・指導を必要とする場合に、

作業療法士等のリハビリの専門職を「米沢市住宅改修アドバイザー」として市から派遣を受け

ることで、より適切な住宅改修を支援することができ、利用者の自立支援に繋げることを目的

とした事業です。 

 

① 利用者の状態が変化した際の住宅改修 

要介護度が変化した際の改修や、２回目以降の改修の場合には、利用者の心身の状態が変

化していることから、利用者の現在の心身の状態をリハビリ職が確認し、指導・助言を得て

いただいたうえで、改修していただく。 

 

② 住宅改修のみの相談を受けた際の住宅改修 

住宅改修支援事業の場合、ケアマネジャーにとって、利用者についてのアセスメントが必

須でないことから、アドバイザーからの助言・指導を得ていただく。 

米沢市 高齢福祉課 介護認定給付担当  

電話番号 0238-22-5111（内線 3905） 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢福祉課介護認定給付担当に事業利用の申請をする。 

本人宅に郵送された、利用決定通知を確認する。 

本人（家族）、施工業者と訪問日の日程調整をする。 

住宅改修アドバイザーに訪問日の日程調整の連絡をする。 

★改修前訪問・事前指導・助言をもらう。 

高齢福祉課介護認定給付担当に「介護保険居宅介護（介護予

防）住宅改修費支給申請書」を提出。 

結果を確認し、改修工事に着工する。 

 

本人（家族）、施工業者と訪問日の日程調整をする。 

住宅改修アドバイザーに訪問日の日程調整の連絡をする。 

★改修後訪問・事後指導・助言をもらう。 

住宅改修アドバイザーが作成した「アドバイザー事業実施報告書」を受け取る。 

高齢福祉課介護認定給付担当に「住宅改修完成報告書」、「アドバイザー事業実施報告書」を提出する。 

利用決定までの所要日数：３日程度 

承認決定までの所要日数：７日程度 

（※アドバイザー事業利用以外の申請に

ついては１０日程度かかります） 


